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11. 海岸保全基本計画の概要

「土佐湾沿岸」を対象とする

○高知県では、平成11年に改正された海岸法の考え方に基づき、「防護」だけでなく、「環境」や「利用」とも調和した海岸
づくりを基本的な考え方として、「海部灘沿岸」、「土佐湾沿岸」、「豊後水道東沿岸」の３沿岸について海岸保全基本計画
を策定している。なお、今回の海岸保全基本計画の変更では、土佐湾沿岸を対象とする。

■海岸保全基本計画の基本理念
• 海岸保全基本計画は、平成１１年に改正された海岸法の考え方に基づき、か
つて海岸整備の中心であった「防護」だけでなく、「環境」や「利用」とも調和し
た海岸づくりを基本的な考え方としている。

• 海岸の地域の個性や文化を育む大切な場として位置付け、地域の特性を活
かした、地域とともに歩む海岸づくりを目指す。

■海岸保全基本方針
（海岸法第２条の２）
主務大臣は、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全
に関する基本的な方針（「海岸保全基本方針」）を定めなければならない。

■海岸保全基本計画
（海岸法第２条の３）
都道府県知事は、海岸保全基本方針に基づき、政令で定めるところにより、
海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画（「海岸保全基本計画」）を
定めなければならない。
⇒高知県は、「海部灘沿岸」、「土佐湾沿岸」、「豊後水道東沿岸」の３沿岸につい
て海岸保全基本計画を策定している。なお、「海部灘沿岸」、「豊後水道東沿
岸」は徳島県及び愛媛県と共同で策定している。

【海岸保全基本計画の策定、変更履歴】

海部灘
（高知県区間）

（策定）H15.12
（変更）H26.3、H27.12、H29.3

土佐湾
（策定）H15.3
（変更）H24.3、H25.10、H26.3、H27.12、H29.3

豊後水道東
（高知県区間）

（策定）H15.12
（変更）H26.3、H27.12、H29.3



H0 （沖波波高:m） T0（沖波周期:秒） 計画安全度

港湾局 2.2

水・国土局 2.2

水産庁 2～2.9

農振局

港湾局 2.2～3.78

水・国土局 2.2

水産庁 2.0～6.9

農振局 2.2～3.3

港湾局 2.2

水・国土局 2.2

水産庁 2.1～3.0

農振局 3.0

沿岸名

高潮・波浪

波浪

現状の汀線維持

もしくは

必要に応じた

汀線の回復

黒潮町・四万十市・

土佐清水市（東）

11.6 15.0

9.2～12.0 14.4～15.6

侵食所管市町村

土佐湾

1/30確率

（30年に1度の

確率で発生する

　高波浪を想定）

計画高潮位

（T.P.m）

芸西村・香南市・南国市

高知市・土佐市・須崎市

中土佐町・四万十町

12.3～13.0 15.5～15.6

7.4～11.7 13.9～15.6

室戸市（西）・奈半利町・

田野町・安田町・安芸市

13.5 15.2

12.1～15.67.0～11.9

22. 土佐湾沿岸海岸保全基本計画における基本理念と防護水準

○現行の土佐湾沿岸海岸保全基本計画では、海岸保全の課題や基本理念を踏まえ、防護水準を以下のとおり定めている。
○現行計画における防護水準は、これまでの気候を前提としたものであるため、今後の気候変動の影響を考慮した新た
な海岸保全へ転換していく必要がある。

土佐湾沿岸海岸保全基本計画

■防護水準

■高潮・波浪、侵食に対する防護水準

■基本理念

出典：沖波推算資料港湾構造物設計指針 高知県港湾局港湾課
南海地域沖波推算調査報告書（昭和61年3月）
全国海岸保全施設整備水準調査票[設計高潮位]（平成13年）



3. 気候変動が海岸保全に与える影響について 3

出典：第1回 気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全施設技術検討会（令和4年9月7日）資料4



44. 気候変動を踏まえた海岸保全の動向

2013年5月 気候変動に関する政府間パネル（以下IPCC）による第５次評価報告書
→気候システムの温暖化には疑う余地がなく、大気と海洋は温暖化し、雪氷の量は減少し、海面水位は上昇。

2015年7月 「沿岸部（海岸）における気候変動の影響及び適応の方向性」（国交省）
→気候変動とその変化に関する知見、これまでの気候変動に係る答申を踏まえつつ、適応策の目標及び基本的な方向性を設定。

2018年6月 「気候変動適応法」の施行
→気候変動への適応を初めて法的に位置付け、これを推進するための措置を講じることを定めた法律を施行。

2019年10月 「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会」の設立（国交省・農水省）
→気候変動に伴う平均海面水位の上昇や台風の強大化等による沿岸地域への影響及び今後の海岸保全のあり方や海岸保全の前提となる外力の考え方、

気候変動を踏まえた整備手法等について検討。

2020年7月 「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」
→海岸保全について、過去のデータに基づきつつ、気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換。

→RCP2.6(2℃上昇相当)を前提に、平均海面水位の上昇などの影響予測を海岸保全の方針や計画に反映し、整備等を推進。

→海岸保全の目標はRCP2.6を前提としつつ平均海面水位が2100年に1m程度上昇する悲観的予測RCP8.5(4℃上昇相当)も考慮し、これに適応で

きる海岸保全技術の開発を推進するとともに、社会全体で気候変動に対応することが必要。

2020年11月 「海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針（海岸保全基本方針）」の変更
→「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」を踏まえ、海岸保全基本方針を変更。

2021年2月 「海岸保全施設の技術上の基準を定める省令」の一部改正
→「設計高潮位」及び「設計波」の設定・見直しにあたっては、気候変動の影響を考慮。

2022年9月 「気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全施設技術検討会」を設置（国交省・高知県）
→「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」等を踏まえ、土佐湾沿岸の海岸保全施設における気候変動適応策の検討等。

2024年１月 「気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全施設技術検討会＜とりまとめ＞」を公表（国交省・高知県）
→技術検討会のとりまとめ結果を「土佐湾沿岸海岸保全基本計画（平成15年3月策定、平成29年3月変更）」に反映。



5. 気候変動を踏まえた計画変更のポイント 5

➢ 気候変動を踏まえた計画外力・適応策等を海岸保全基本計画に反映する。

➢ 土佐湾沿岸中央部（香南市、南国市、高知市、土佐市）に位置する海岸は、人口や経済基盤が集中し、高知空港、高知港等の重要インフラが
立地するなど陸・海・空の交通の結節点となっている重要な地域であることから、先行して変更する。

➢ 他の海岸は、令和6年度に気候変動を踏まえた防護水準の検討を行い、令和7年度に海岸保全基本計画に反映する。

➢ 気候変動シナリオとしてRCP2.6（2℃上昇相当）を前提とし、将来の気候変動を考慮した21世紀末（2100年）時点の海岸保全の目標等
を示す。

➢ 「気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全施設技術検討会」で審議した段階的な防護水準を設定する。
➢ ハード対策のみで防御できるレベルには限界があること等を踏まえ、ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせる。

➢ 気候変動には不確実性があり、将来の予測結果が変わる可能性があることから、概ね5年毎を目安に、適宜、見直しを行うものとする。

○気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会の提言を踏まえ、海岸保全基本方針が変更されたことを受け、海岸
保全基本計画の見直しが必要となった。

○気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全施設技術検討会の審議内容を踏まえ、現行の海岸保全基本計画の見直しを行
い、土佐湾沿岸中央部を先行して気候変動を踏まえた変更案を作成する。

海岸保全基本方針に基づき、気候変動による影響を明示

計画変更のポイント①

前提とする温暖化シナリオ及び目標時点を明示

計画変更のポイント②

技術検討会のとりまとめを踏まえた防護水準を設定

計画変更のポイント③

土佐湾沿岸中央部の部分変更

計画変更のポイント④

海岸保全基本計画の適宜見直しの実施

計画変更のポイント⑤



①平均海面水位（朔望平均満潮位）の将来変化

6. 防護水準に関する変更内容（①平均海面水位の将来変化） 6

○高知検潮所における朔望平均満潮位は、現在までに約0.2m上昇している（1988年～2020年）。さらに、2℃上昇時
における平均海面水位の上昇量は、2100年までに0.33m上昇すると予測されている。

○以上を踏まえ、本計画では、2100年時点の朔望平均満潮位として「T.P.+1.30m（T.P.+0.97m（近10ヵ年の朔望
平均満潮位）+0.33m） 」を設定する。

△ ：1979年から2020年の高知検潮所の朔望平均満潮位
赤線：観測所移設や観測中断期間等を考慮した、1988年から

2020年までの高知検潮所における朔望平均潮位の線形近
似直線(観測値のトレンド、参考)

緑線：「日本の気候変動2020」に示される20世紀末から21世紀
末までの平均海面水位の上昇量（0.39m(RCP2.6)）を基
にした、+4.1㎜/年となる直線

【気候変動を踏まえた計画外力設定の考え方】
⚫高知検潮所の最新の朔望平均満潮位（近10ヵ年の平均値）に、2100年までの平均海面水位の上昇量（「日本の気候変
動2020」に示される領域Ⅲの平均値を基に設定）を加算。

【検討結果（2100年時点の計画外力）】
⚫近10ヵ年の朔望平均満潮位T.P.+0.97m、2100年までの平均海面水位の上昇量0.33m
⚫よって、2100年の朔望平均満潮位はT.P.+1.30m（T.P.+0.97m＋0.33m）とする。
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朔望平均満潮位（気象庁） （1988年～） y = 0.003418x -5.923504 R2 = 0.305475

0.33m上昇

(2100年の朔望平均満潮位)
T.P. 1.30m

現行計画の朔望平均満潮位
(T.P.1.00m)※

2011～2020年の
朔望平均満潮位の平均値
（高知検潮所）
T.P. 0.97m

参考：T.P. 1.25m
(観測値のトレンド)

※1950～1960年の
桂浜検潮所の平均値(現在は閉局)

T.P.0.97m

T.P.+0.97ｍ

平均海面水位が0.33m上昇
⇒T.P.+1.30ｍに変更

現行

2℃上昇時



高知港波浪観測所の波高の推算結果

現行計画の
再現期間:30年現行計画の

再現期間:62年
高知検潮所 高潮偏差
（再現期間：62年）

1.49m
過去実験
(現在気候)

1.67m
2℃上昇実験
(将来気候)

現在と将来を比較すると
12％上昇

高知検潮所の高潮偏差の推算結果

高知港波浪観測所 波高
（再現期間：30年）

12.79m
過去実験
(現在気候)

13.10m
2℃上昇実験
(将来気候)

現在と将来を比較すると
2％上昇

高潮偏差

6. 防護水準に関する変更内容（②高潮偏差の将来変化） 7

②高潮偏差の将来変化

○高潮偏差は台風等によって発生する潮位上昇である。過去の実績に基づき、現行計画では「1.46m」と設定している。
なお、この高潮偏差の再現期間（発生確率）は、62年となっている。

○2℃上昇時における2100年時点の高潮偏差を予測した結果、現行計画と同じ安全度（再現期間：62年）となる高潮偏
差は12％程度上昇する結果となった。

〇以上を踏まえ、本計画では、2100年時点の高潮偏差として「1.64m(1.46m（現行計画）×1.12)」を設定する。

【気候変動を踏まえた計画外力設定の考え方】
⚫ d4PDF※を活用して、「B-1 全球気候モデル台風」の手法によ
り、高知検潮所における現在気候（過去実験）と将来気候（2℃
上昇実験、2100年時点）の高潮偏差を推算し、現行計画と同
じ安全度（再現期間：62年）における高潮偏差の上昇率を求め、
現行計画の高潮偏差に当該上昇率を乗じたものを基に設定。

【検討結果（2100年時点の計画外力）】
⚫高知検潮所の高潮偏差（再現期間：62年）の上昇率は12%
⚫よって、2100年の高潮偏差（高知検潮所、再現期間：62年）は、
現行計画の1.46mに12%の上昇率を乗じ、1.64mとする。

※d4PDF（地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測
データベース）は、地球温暖化が気候変動に与える影響を推
計できるデータセットである。

高潮偏差が12%(18cm)上昇
⇒1.46m+0.18m=1.64mに変更

現行

2℃上昇時



高知港波浪観測所の波高の推算結果

現行計画の
再現期間:30年現行計画の

再現期間:62年
高知検潮所 高潮偏差
（再現期間：62年）

1.49m
過去実験
(現在気候)

1.67m
2℃上昇実験
(将来気候)

現在と将来を比較すると
12％上昇

高知検潮所の高潮偏差の推算結果

高知港波浪観測所 波高
（再現期間：30年）

12.79m
過去実験
(現在気候)

13.10m
2℃上昇実験
(将来気候)

現在と将来を比較すると
2％上昇

高潮偏差

8

○現行計画の波高は、30年確率規模として、「13.0m」と設定している。
〇2℃上昇時における2100年時点の波高を予測した結果、現行計画と同じ安全度（再現期間：30年）となる波高は2%
程度上昇する結果となった。

〇以上を踏まえ、本計画では、2100年時点の波高として「13.0m(現行計画13.0mの計算値12.6m×1.02＝12.9m
となるが、現行計画とおり安全側に切り上げ。）」を設定する。

③波浪の将来変化

【気候変動を踏まえた計画外力設定の考え方】
⚫ d4PDF※を活用して、「B-1 全球気候モデル台風」の手法に
より、高知港波浪観測所における現在気候（過去実験）と将
来気候（2℃上昇実験、2100年時点）の波高を推算し、現行
計画と同じ安全度（再現期間：30年）における波高の上昇率
を求め、現行計画の設計波の波高に当該上昇率を乗じたも
のを基に設定。

【検討結果（2100年時点の計画外力）】
⚫高知港波浪観測所の波高（再現期間：30年）の上昇率は2%
⚫よって、2100年の波高（高知港波浪観測所、再現期間：30
年）は、現行計画13.0mの計算値である12.6mに2%の上
昇率を乗じ、13.0m（周期は現行計画と同じ15.5秒）とする。

6. 防護水準に関する変更内容（③波浪の将来変化）

※d4PDF（地球温暖化対策に資するアンサンブル
気候予測データベース）は、地球温暖化が気候変
動に与える影響を推計できるデータセットである。

波高が2%（30cm）上昇
⇒現行計画（13.0m）から変更しない

      （12.6m+0.3m=12.9m）

現行

2℃上昇時



9

○現行計画の設計津波の水位は、津波シミュレーション結果を基に、「T.P.+8.0m」と設定している。
〇将来の気候変動を踏まえた朔望平均満潮位（T.P.+1.30m）を考慮した津波シミュレーションを実施した。その結果、津
波水位 (海岸毎の平均値)は、 T.P.+5.94m～ T.P.+7.96mとなり、現行の設計津波水位T.P.+8.0mを下回った。

○以上を踏まえ、気候変動を考慮した津波水位が現行の設計津波水位を上回ることはないため、 「T.P.+8.0m」とした。

④津波の将来変化

【気候変動を踏まえた計画外力設定の考え方】
⚫ 2100年の朔望平均満潮位T.P.+1.30m
（T.P.+0.93mから平均海面水位0.37m上昇を
考慮※）とした津波シミュレーション結果を基に設
定。

6. 防護水準に関する変更内容（④津波の将来変化）

【検討結果（2100年時点の計画外力）】
⚫気候変動後の津波水位（海岸毎の平均値）は、
現行の設計津波の水位を上回る結果ではな
かったことから、当面は現行の設計津波の水
位T.P.+8.0mを踏襲する。

※現行計画では、朔望平均満潮位として高知検潮所の
10ヵ年（H14～H23）の平均値であるT.P.+0.93m
が設定されているため、平均海面水位の上昇量を
0.37mと設定。そのため、6頁の値とは合致しない。

気候変動による平均海面水位の上昇量 0.37m※

津波水位の上昇量の推算結果（各海岸の平均値）

現行の設計津波水位 T.P.+8.0m

※地域海岸毎の計算結果の最高値を切り上げ

津波水位の推算結果（各海岸の平均値）



6. 防護水準に関する変更内容（①～④のまとめ） 10

○以上の検討結果を踏まえ、土佐湾沿岸の中央部（香南市、南国市、高知市、土佐市）の水管理・国土保全局所管の海岸に
おける気候変動を踏まえた防護水準の変更内容（案）を示す。

○ただし、これは現時点の知見に基づき予測したものであり、今後の新たな知見や観測データ等の蓄積により数値が変わ
る場合があるため、適宜見直しを行う。

現行の海岸保全基本計画における防護水準

気候変動を踏まえた防護水準の変更内容（案）

高潮・波浪

侵食
設計津波水位
（T.P.m）計画高潮位

（T.P.m）

波浪

Ho（沖波波高：m） To（沖波周期：秒） 計画安全度

2.94 13.0 15.5 1/30確率
現状の汀線維持

もしくは
必要に応じた汀線の回復

8.0

高潮・波浪

侵食
設計津波水位
（T.P.m）計画高潮位

（T.P.m）

波浪

Ho（沖波波高：m） To（沖波周期：秒） 計画安全度

2.46 13.0 15.5 1/30確率
現状の汀線維持

もしくは
必要に応じた汀線の回復

8.0

変更部分：赤字

上記については、RCP2.6(2℃上昇)における2100年時点の予測結果を元に記載。ただし、数値等については、現時点の知見に基づき予測したもの
であり、今後の新たな知見や観測データ等の蓄積により変わる場合があるため、適宜、見直しを行う。



7. 段階的な防護水準の考え方 11

○気候変動には不確実性があることから将来の予測結果が変わる可能性があること、海岸保全の対策範囲は広範囲にわ
たり対策実施には長期間を要することから、段階的な防護水準を設定する。

〇平均海面水位は、既に明瞭な上昇傾向があり、今後も上昇することが確実であるため、施設の整備時期や耐用年数にか
かわらず、2100年時点の平均海面水位の上昇量（0.33m）を予め見込む。

〇高潮偏差の増大は、現時点では平均海面水位の上昇に比べて確実性が低いため、2100年まで線形的に上昇すると仮
定する。

〇防護水準は、今後の新たな知見や観測データの蓄積等に基づき、概ね５年毎を目安に、適宜、見直しを行っていく。

平均海面水位の上昇量
（0.33m ※2100年時点）

高潮偏差
（1.64m ※2100年時点）
（1.46m ※2020年時点）

2020年 2100年
(防護水準)

2080年
(供用完了)

最新の朔望平均満潮位
（T.P.+0.97m ※2011～
2020年の平均値）

耐用年数(50年)

高さ

供用完了時
に想定する
上昇量

2030年
（施設整備）

必要に応じて新たな知見等
を見込み見直し

出典：気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全施設技術検討会（とりまとめ）



８. 気候変動を踏まえた対策の進め方について 12

○気候変動には不確実性があること、対策実施には長期間を要することから、施設の耐用年数、背後地の将来変化等を考
慮し、段階的な対策を実施していく。

○段階的な対策は、施設の健全度、事後的な対策の難易度、背後地の将来変化等も考慮し整備時期・整備水準を検討する
とともに、ソフト対策での対応も検討していく。

ハード・ソフト対策の適切な組み合わせ

✓ 気候変動の影響を考慮した外力に対応するためには、ハード・ソフト対策を適切に組み合わせることが重要。
✓ ハード対策、ソフト対策のそれぞれの特性を認識して適切な組み合わせを提示し、避難や土地利用といったソフ
ト対策との関係性のなかで堤防高等のハード対策を決定することが重要。

✓  予算制約、海岸の機能の多様性への配慮、環境保全等を考慮し計画外力をＬ１（現行の施設整備計画の対象外力）
よりも低い水準とすることも、警戒避難体制の充実等とセットで、地域の合意があれば可能であることも留意。

ハード対策

✓  気候変動の不確実性等を考慮し、段階的なハード対
策を実施。

✓ 将来の施設改良等を考慮した手戻りのない構造、粘
り強い堤防整備等にも取り組む。

✓ 整備時期や整備水準、実施箇所の優先順位も検討
（リアルオプション分析も参考となる）。

✓ 予防保全の観点から長寿命化計画等に基づく適切
な施設の維持管理を実施。

✓ 高さの確保だけでなく、順応的砂浜管理や総合土砂
管理等も含めた面的防護を推進。

ソフト対策

✓ 施設のみで防御できるレベルには限界がありハード
とソフトを適切に組み合わせ。

✓ 国と県と市がそれぞれの役割のもと密接に連携し、
高潮浸水想定区域の指定、津波災害警戒区域の見直
し、津波災害特別警戒区域の指定、ハザードマップや
避難計画の作成、土地利用規制や事前復興計画も踏
まえた防災まちづくり等の都市計画との調整等、総合
的な対策を行う。

出典：気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全施設技術検討会＜とりまとめ（概要版）＞



８. 気候変動を踏まえた対策の進め方について 13

○気候変動には不確実性があること、対策実施には長期間を要することから、施設の耐用年数、背後地の将来変化等を考
慮し、段階的な対策を実施していく。

○段階的な対策は、施設の健全度、事後的な対策の難易度、背後地の将来変化等も考慮し整備時期・整備水準を検討する
とともに、ソフト対策での対応も検討していく。

対策例 ハード対策 ソフト対策

高潮・高波 • 堤防の嵩上げ
• 離岸堤の嵩上げ
• ヘッドランドの改良
• 養浜等の順応的な砂浜管理
• 総合土砂管理 等

•都市計画との調整
•防護ラインの見直し
•浜堤の保全
•津波避難タワーの高潮避難での活用

侵食 • 離岸堤の嵩上げ
• ヘッドランドの改良
• 養浜等の順応的な砂浜管理
• 総合土砂管理 等

•継続的なモニタリングにより海浜地形の変化
や越波の状況を把握

津波 ※今後の詳細な検討の結果、海岸保全施設の整備状況や
地形の特性等により、局所的に設計津波の水位を超える
場合には、堤防の嵩上げ等の追加の対策を実施

•設計津波以上の規模の津波に対する住民避
難等

津波避難タワー（四万十町）養浜（仁ノ海岸）堤防嵩上げ

出典：気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全施設技術検討会＜とりまとめ＞

出典：「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方（参考資
料）」資料5（令和2年6月23日）



【海岸保全基本計画の変更】

今回の変更
土佐湾沿岸中央部

（香南市、南国市、高知市、土佐市）
の水管理・国土保全局所管の海岸

今後、他の海岸に展開していく
・令和6年度に気候変動を踏まえた防護水準の検討
・令和7年度に海岸保全基本計画に反映

土佐湾沿岸

９. 海岸保全基本計画の変更に向けたスケジュール 14

○土佐湾沿岸中央部（香南市、南国市、高知市、土佐市）は、人口や経済基盤が集中し、高知空港、高知港等の重要インフラ
が立地するなど陸・海・空の交通の結節点となっている重要な地域であることから、先行して変更する。

○他の海岸は、令和6年度に気候変動を踏まえた防護水準の検討を行い、令和7年度に海岸保全基本計画に反映する。

海岸保全基本計画推進委員会
【主な変更内容】
①気候変動の影響を考慮した新たな
海岸保全への転換

②ハード・ソフト対策を組み合わせた
気候変動への適応策

③データシート変更

関係市町村等
への意見照会

【変更】
国への
提出・公表

令和6年8月下旬 令和6年9月 令和6年10月

今回変更した土
佐湾沿岸中央部
を除いた海岸の
検討を実施

令和6年度

【変更】
国への
提出・公表

令和7年度

豊後水道東沿岸

海部灘沿岸



10. 海岸保全基本計画の変更点 15

3-1.土佐湾沿岸における計画策定方針（p.3）
・2℃上昇を前提とした2100年時点の海岸保全の方向性の明示
（追記）
・気候変動の不確実性の観点からの5年毎の見直し（追記）

気候変動の影響を考慮した新たな海岸保全への転換（追記） (p.5)

2-1.海岸の防護に関する方向性（p.32-35）
・段階的な適応策の実施（追記）、ハード、ソフトを組み合わせた適
応策（追記）、継続的な海浜地形等のモニタリング（追記）、施設の
老朽化状況等に関するモニタリング（追記）

2-2.海岸の防護の目標（p.36-44）
・2100年に予測される計画高潮位と30年確率波浪（変更）
・土佐湾沿岸中央部の防護水準（追記）
・段階的な防護水準（計画高潮位）（追記）

1-2. 6)気候変動の影響を考慮した新たな海岸保全への転換（追
記） (p.28)

1-4．新たな課題（気候変動の影響）（項目追加）(p.31)

③高知中央ゾーン(p.50)
・ハード・ソフトを組み合わせた適応策（追記）、養浜等の順応的砂
浜管理や総合土砂管理等も含めた面的防護（追記）

・計画天端高（変更 ※土佐湾沿岸中央部の海岸）

1-1.ハード・ソフト対策を組み合わせた気候変動への適応策（項目追
加）(p.54)

1-2.土佐湾沿岸中央部における適応策（項目追加）(p.55)

整備方針、現況天端高（変更 ※土佐湾沿岸中央部の海岸）



旧 新

10. 主な変更点について①（p.3） 16



旧 新

10. 主な変更点について②(p.5) 17



10. 主な変更点について③(p.31) 18

新（項目追加）



旧 新

10. 主な変更点について④（p.32-33） 19



旧 新

10. 主な変更点について⑤（p.36） 20



新（項目追加）

10. 主な変更点について⑥（p.43-44） 21



新（項目追加）

10. 主な変更点について⑦（p.54-55） 22



10. 主な変更点について⑧（シート様式） 23

今後想定される
高潮・侵食対策を追記

今後想定される
高潮・侵食対策を追記

最新の情報に更新



10. 主な変更点について⑨（海岸保全施設整理表） 24
2℃上昇を前提とした

2100年時点の
必要天端高を記載
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